三鷹市障がい者自主グループ講師派遣事業実施要領
 (目的)
第１条　ノーマライゼーションの立場から、障がいのある方が、地域社会の中で、健常者を含む多くの人たちの横のつながりを強め、ともに学べる機会を持つことによって、積極的に社会参加していくことができるように、その環境づくりの一環として、この講師派遣事業を実施する。
（申込資格）
第２条　原則として、障がいのある方を中心に、教養又は生活趣味実技等の学習活動を継続的に行う自主グループであって、概ね15人以上で構成されるものとする。
（講師等派遣基準）
第３条　講師、講師補佐及びボランティア（以下｢講師等｣という。）の派遣回数は、１グループにつき年間24回以内とし、実施に当たっては月３回を原則とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

２　講師の派遣人数については１回につき１人、講師補佐の派遣人数については１回につき３人以内、ボランティアの派遣人数については１回につき８人以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
３　派遣に係る講師等謝礼金は、予算の範囲内で１障がい者自主グループにつき１回２時間当たり、講師24,000円、講師補佐7,000円、ボランティア1,105円（消費税税込み）以内とする。
（派遣応募）
第４条　講師派遣を希望する自主グループの代表者は、三鷹市障がい者自主グループ講師派遣応募申込書（様式第１号）に三鷹市障がい者自主グループ構成員名簿（様式第２号）を添えて、市長に提出するものとする。
（派遣決定）
第５条　講師等の派遣は、社会教育委員会議の意見を聞いたうえで、予算の範囲内で市長が決定し、申込みグループへ速やかに通知する。
２　申込みグループが多数の場合は、各グループの代表者による代表者会議等により、意見を聞き、調整を図るものとする。
　（派遣内容等の変更）
第６条　講師派遣の承諾の決定を受けた障がい者自主グループが、派遣決定された内容等について変更を希望する場合は、障がい者自主グループ講師派遣変更申込書（様式第３号。以下「変更申込書」という。）を定められた期日までに市長に提出する。
２　市長は、前項の変更申込書の提出を受けた場合は、社会教育委員会議の意見を聞いたうえで、講師派遣内容等の変更の可否を決定し、障がい者自主グループ講師派遣変更決定通知書（様式第４号。以下「変更決定通知書」という。）を、当該変更申込書を提出した障がい者自主グループに交付する。
３　市長は、第１項の変更申込書の提出を受けた場合において、変更内容が軽微であり、かつ、講師派遣内容等の変更について承諾の決定を行うものについては、前項に規定する社会教育委員会議からの意見の聴取を要しないものとする。
　（派遣実施申込み）
第７条　講師派遣の承諾の決定を受けた障がい者自主グループ（前条第２項において講師派遣内容等の変更について不承諾の決定を受けた障がい者自主グループを除く。）及び講師派遣内容等の変更について承諾の決定を受けた障がい者自主グループは、定められた期日までに、障がい者自主グループ講師派遣実施申込書（様式第５号。以下「講師派遣実施申込書」という。）を市長に提出する。
２　前項の場合において、講師派遣内容等の変更について承諾の決定を受けた障がい者自主グループが、講師派遣内容等の変更の決定前に、既に前項の講師派遣実施申込書を市長に提出していた場合は、当該講師派遣実施申込書の記載内容を、変更決定通知書に沿った内容に修正して、定められた期日までに、市長に再提出するものとする。
（報告）
第８条　派遣が決定したグループの代表者は、学習が終了した時、速やかに三鷹市障がい者自主グループ講師派遣事業実績報告書（様式第６号）に記入のうえ、市長に提出しなければならない。
　（所管）
第９条　当事業は、スポーツと文化部生涯学習課が所管する。
　　付　則
　この実施要領は、平成５年７月１日から実施する。
　　付　則
　この実施要領は、平成７年４月17日から実施する。
　　付　則
　この実施要領は、平成９年４月１日から実施する。
　　付　則
　この実施要領は、平成13年４月１日から実施する。
　　付　則
　この実施要領は、平成17年４月１日から実施する。
　　付　則
　この実施要領は、平成19年４月１日から実施する。
　　付　則　
　この実施要領は、平成23年４月１日から実施する。
　　付　則　
　この実施要領は、平成27年４月１日から実施する。
付　則
　この実施要領は、平成29年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成31年２月27日から施行する。
附　則
この要領は、令和７年３月３日から施行する。

附　則
この要領は、令和８年１月26日から施行する。
